
ファミリー・サポート・センター総合補償制度について (Chubb 損害保険) 

 

総合補償制度は、災害補償制度と賠償金補償制度の 2つで構成されます。 

災害補償制度は、ファミリー・サポート制度を利用する会員(※1)のケガと特定疾病(※2)を 

補償します。 

賠償金補償制度は、ファミリー・サポート・センターの運営上、会員(※1)や第三者への 

賠償責任が生じた場合の賠償金を補償します。 

 

 ※1 会員とは、提供会員および利用会員の子どもを指します。 

 ※2 対象となる特定疾病 

     ・急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患 

     ・くも膜下出血、脳内出血等の急性脳血管疾患 

     ・気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患 

     ・細菌性食中毒           ・低体温症 

     ・日射病および熱射病等の熱中症   ・脱水症 

 

 


